
                 
  東京都市計画地区計画の決定（世田谷区決定） 
  都市計画粕谷二丁目・南烏山一丁目地区地区計画を次のように決定する。 

名       称  粕谷二丁目・南烏山一丁目地区地区計画 

位       置 ※  世田谷区粕谷二丁目及び南烏山一丁目各地内 

面       積 ※  約１．９ｈａ 

地区計画の目標 本地区は、世田谷区北西部、京王線八幡山駅から南西約500ｍに位置し、都市計画道路環状街路第８号線を軸に東西に渡り整
備された一団地の住宅施設のうち、西側部分にある住宅市街地である。地区内には都営住宅団地が立地し、周辺住民にも開放され
た広場が整備されるなど緑豊かな住環境が保たれている一方、建築物の老朽化や、それに伴う防災性の低下が問題となっている。 

本地区は、世田谷区都市整備方針において、住宅団地更新地区に位置づけられており、団地周辺の区域も含めた街づくりの視点
から、都営住宅団地の建替えにあたっては、公園等のオープンスペースの確保や道路等の一体的な整備を行うとともに、緑化の推
進、歩行者ネットワークに配慮した魅力ある歩行者空間の整備等を進めることとしている。また、本地区を含む周辺一帯は、広域避難

場所に指定されており、引き続き、災害時における地域の安全性や防災性を確保する必要がある。 
このような地区の状況を踏まえ、東側の街区においても実施が見込まれている都営住宅団地の建替えに合わせた市街地整備との

整合を図りながら、以下のような市街地を形成することを目標とする。 

１ 防災性に優れた安全で安心できる市街地の形成を図る。 
２ 周辺市街地に配慮した定住性の高い住宅団地の形成を図る。 
３ 人にやさしい安全で安心な生活道路等のネットワーク形成を図る。 

４ 緑豊かで良好な住環境の形成及び保全を図る。 

土地利用の方針 都営住宅団地の建替えを適切に誘導し、幹線道路沿いには延焼の防止や交通騒音の遮断・遮音に有効な建築物の誘導を

図るとともに、後背地では低中層が主体となった周辺市街地と調和のとれた秩序ある街並み及び良好な住環境の形成を図る。ま
た、広場、緑地を整備し、緑豊かで良好な住環境の維持・保全を図るとともに、広域避難場所としての機能を維持・強化するた
め、緊急車両が通行できる道路整備や、避難上有効な空地等を確保する。 

地区施設の整備の方針 地域住民の憩いの空間となり、防災性の向上にも資する広場や、周辺住宅地との緩衝帯となる緑地、地域の道路ネットワーク
の向上に資する区画道路を配置する。また、安全で快適な歩行者・自転車ネットワークを形成するため歩道状空地を配置する。 
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建築物等の整備の方針 目標とする市街地を適切に誘導するため、次のように建築物等の制限を定める。また、建築基準法（昭和２５年５月２４日法律第２０

１号。以下｢法｣という。）第５９条の２第１項、法第８６条第３項若しくは第４項又は法第８６条の２第２項若しくは第３項の規定に基づく許
可に係る建築物については、本地区整備計画の建築物等に関する事項を遵守するものとする。 
１ 住宅団地としての健全な市街地環境の形成を図るため、建築物等の用途の制限を定める。 

２ 周辺の街並みと調和した市街地を形成するため、建築物の容積率の最高限度及び、建築物等の高さの最高限度を定める。 
３ 広域避難場所としての避難空間の確保及び、ゆとりある市街地を形成するため、建築物の建ぺい率の最高限度を定める。 
４ 圧迫感等に配慮した緑豊かな快適な歩行者空間を形成するため、壁面の位置の制限及び、垣又はさくの構造の制限を定める。 

５ 秩序ある街並みや景観を形成するため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。 



その他当該地区の整備、開
発及び保全に関する方針 

地区内では、建築物の敷地内に浸透地下埋設管、浸透ます、透水性舗装、浸透側溝、貯留施設など、雨水の河川等への
流出を抑制するための施設の整備を促進し、浸水被害の防止、水環境の回復に努める。 
緑豊かで潤いのある市街地環境を形成するため、地区内では積極的な既存樹木等のみどりの保全、新たな緑化を推進す

るとともに、自然エネルギーの活用など環境に配慮した取組みに努める。 

名   称 幅   員 延   長 備   考 道路 

区画道路 ６ｍ 約 ２１０ｍ 新  設 

名   称 面   積 備   考 広場 

広場 約 ２，８００㎡ 

既  存 

（遊歩道（幅員約５ｍ、延長約１１０ｍ）を

含む。） 

名   称 面   積 備   考 緑地 

緑地 約 ２，５００㎡ 新  設 

名   称 幅   員 延   長 備   考 

歩道状空地１号 ２ｍ 約２１０ｍ 
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その他の公共空地 

歩道状空地２号 ２ｍ 約７０ｍ 

新  設 

（既存樹木の保全に配慮しながら、

道路に近接した位置に整備する。） 

名 称 住宅団地Ａ地区 住宅団地Ｂ地区 地 区

の 

区 分 面 積 約１．４ｈａ 約０．５ｈａ 

建築物等の用途の制

限 ※ 

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 

１ 法別表第２（い）項第三号に規定する共同住宅のうち、各住戸の住戸専用部分の床面積が３０㎡以上であるもの 

２ 法別表第２（い）項第六号に規定する老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 

３ 法別表第２（い）項第九号に規定する巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので建築基準法施行令（昭和

２５年政令第３３８号。以下｢令｣という）で定める公益上必要な建築物 

４ 法別表第２（は）項第四号に規定する老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 

５ 法別表第２（は）項第五号に規定する店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令で定めるもので

その用途に供する部分の床面積の合計が５００㎡以下のもの（３階以上の部分をその用途に供するものを除く）  

６ 法別表第２（は）項第七号に規定する公益上必要な建築物で令で定めるもの 

７ 大気汚染防止法（昭和４３年６月１０日法律第９７号）に基づき、環境測定を行うための施設 

８ 前各号の建築物に付属するもの（令で定めるものを除く） 

建築物の容積率の最

高限度 ※ 
１５／１０ 

建築物の建ぺい率の

最高限度 
４／１０ 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

  



壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、計画図３に示す道路境界線から５ｍ以上とする。ただし、次の各

号に掲げるものを除く。 

１ 物置その他これに類する用途（ごみ置場を除く）に供し、軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ床面積の合計が５㎡以内のもの 

２ ごみ置場で軒の高さが３ｍ以下であるもの 

３ 受水槽ポンプ室、電気室その他これらに類する付属建築物 

４ 自転車駐車場その他これに類する付属建築物で、高い開放性を有する構造のもの 

５ 大気汚染防止法に基づき、環境測定を行うための施設など公益上必要な建築物 

３０ｍ 建築物等の高さの 

最高限度 
建築物等の各部分の高さは、上記に定める値以下かつ 

次に掲げる値以下とする。 

１ 当該部分から計画図３に示す境界線までの水平距離に

１．２５を乗じた値に１０ｍを加えた値（全方位斜線） 

２ 当該部分から計画図３に示す境界線までの真北方向の

水平距離に０．５を乗じた値に４ｍを加えた値（北側斜

線） 

 

建築物等の形態又は

色彩その他の意匠の

制限 

１ 建築物等の形態、意匠、色彩は、周辺環境に配慮したものとする。 

２ 屋外広告物等の形態、意匠、色彩は周辺の街並みに配慮したものとし、光源を設置する場合、周辺環境に悪影響を及

ぼすものは設置してはならない。また、腐食し、又は破損しやすい材料を使用してはならない。 

  

垣又はさくの構造の 

制限 

道路に面して垣又はさくを設ける場合は、その接する部分を生垣又はフェンス等に緑化したものとする。ただし、高さ

が０．６ｍ以下の部分についてはこの限りではない。 

｢区域、地区の区分、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり｣                       ※は知事協議事項 

理由 老朽化した都営住宅団地の建替えを契機として、地区の都市基盤整備と都市機能の更新を図り、安全で緑豊かな住環境を有する市街地を形成する

ため、地区計画を決定する。 




